
美里町学校給食費に関する条例の一部を改正する条例(案) 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

第１条 略 第１条 略  

（学校給食の実施） （学校給食の実施）  

第２条 町は、美里町立学校の設置に関する条例（平成１８年美里町

条例第８９号）に規定する小学校及び中学校に在学する児童及び生

徒、幼稚園に在園する幼児（以下「児童生徒等」という。）並びに

これらの機関に属する職員（学校給食を調理する者を含む。以下単

に「職員」という。）を対象に学校給食（以下単に「給食」という。）

を実施する。 

第２条 町は、美里町立学校の設置に関する条例（平成１８年美里町

条例第８９号）に規定する小学校及び中学校に在学する児童及び生

徒、幼稚園に在園する幼児（以下「児童生徒等」という。）並びに

これらの機関に属する職員（学校給食を調理する者を含む。以下「職

員」という。）を対象に学校給食（以下「給食」という。）を実施

する。 

 
 
 
字句削る 
字句削る 

 ２ 町長は、前項に規定する者以外の者で、給食を提供することが必

要と認めるものとして規則で定める者を対象に給食を実施する。 
項加える 

（給食費の徴収） （給食費の徴収）  

第３条 町長は、前条の規定により給食を受ける児童生徒等の保護者

等（子に対して親権を行う者その他これに準ずる者として規則で定

める者をいう。）及び職員から、給食に要する経費のうち保護者等

及び職員が負担すべき経費を給食費として徴収する。 

第３条 町長は、前条の規定により給食を受ける児童生徒等の保護者

等（子に対して親権を行う者その他これに準ずる者として規則で定

める者をいう。）及び児童生徒等以外の者で給食を受ける者から、

給食に要する経費（以下「給食費」という。）を徴収する。 

 
 
字句改める 

２ 前項において「保護者等及び職員が負担すべき経費」とは、学校

給食法（昭和２９年法律第１６０号）第１１条第２項において保護

者の負担とされているものをいう。 

２ 前項の給食費の額は、美里町学校給食運営審議会条例（平成３０

年美里町条例第  号）第１条に規定する美里町学校給食運営審議

会の答申に基づき、別表に掲げる額を超えない範囲において規則で

定める。 

項改める 

３ 給食費の額は、別表に掲げる額を超えない範囲内において規則で

定める。 
 項削る 

４ 第１項の規定にかかわらず、町長は前条に規定する者以外に給食  項削る 



を提供した場合は、その者から規則で定める額を給食費として徴収

する。 

（給食費の納付） （給食費の納付）  

第４条 前条第１項の給食費は、規則で定める日までに納付しなけれ

ばならない。 
第４条 給食費は、規則で定める日までに納付しなければならない。 字句削る 

２ 前条第４項の給食費は、給食の提供を受けたときに納付しなけれ

ばならない。 
 項削る 

第５条及び第６条 略  第５条及び第６条略  

附 則 附 則  

 略  略  

別表 略 別表 略  
   

 


